
令和８年２月２７日 

 

境港管理組合 

管理者 平井 伸治 様 

 

                       境港公共マリーナ指定管理者 

                        境港市中野町無番地 

有限会社 境港三栄マリン 

                         代表取締役 塚田 勝輝 

 

境港公共マリーナ施設の管理運営に関する協定書第１９条に基づき、令和８年度の

委託業務の実施計画等について、下記のとおり提出します。 

 

記 

１．委託業務の実施計画 

  別紙のとおり 

 

２．利用者数の見込み及び委託業務に係る収支計画 

  別紙のとおり 

 

３．再委託・工事請負予定業務 

業 務 内 容 再委託予定業者等 

マリーナ緑地トイレ清掃業務  

浄化槽保守点検及び清掃業務  

産業廃棄物処分  

機械警備業務  

 

４．管理体制（組織体制、職員の資質向上の取り組み等） 

  別紙のとおり 



令和８年２月２７日 

委託業務の実施計画 

 

境港公共マリーナ 指定管理者 

有限会社 境港三栄マリン 

 

境港港湾施設条例第６条に定める業務を、境港公共マリーナ管理運営基準を遵守し実施いたし

ます。 

 

業務を行うにあたり、公正な利用運営の確保、利用者サービスの向上と利用促進、収入確保

と経費の節減、管理者との連携強化などを念頭に行います。 

 

① 利用者への利便の提供に関する業務 

・各種法令を遵守し、公正な利用運営の確保に努める。 

・トラブル等による航行不能艇の、曳航・救助活動を行う。 

・トラブルの未然防止の為、出航前点検の実施など啓発活動を行う。 

・マリーナ敷地内での車両の使用ルールやマナーの厳守を推進する。 

・引き続き、自社設置揚降設備の稼働、船艇保管用の船台への維持・設備を実施する。 

・管理業務に置ける経費コストの見直しを行い、利用者へのサービス向上に努める。 

・営業日・休日は、県の募集要項通りとする。 

・営業時間は自主事業として、夏季午前 6 時から午後 8 時まで・冬季午前７時から午後７時までと

し、運営を行う。 

・緊急時等、利用者からの要請があれば、早出・残業も検討のうえ行う。 

 

 

② 利用促進に関する業務 

・マリンスポーツ振興を目的とする、利用者増加のための施設利用促進、及び青少年育成に

つながる事業の実施・イベントの誘致活動を行う。 

・マリーナ及びキャンプ場が地域住民や地域団体の交流拠点になるよう努める。 

・ディンギーを始め青少年育成の拠点施設であることを念頭に、関係諸団体との連携を図る。 

・ハンザヨット（R6 購入）による、青少年・障がい者の利用促進・乗船体験を行う。 

・ハンザヨットの利用促進の為、無料で貸し出しを行う。 

・地域貢献・奉仕活動を通して、マリーナの地域内及び周辺地域への周知活動・運営を行う。 

・周辺地域の不法係留艇の保管場所として、マリーナの利用を誘致していく。 

・「さかいみなと海の駅」運営・PR 活動を円滑に行うべく、職員教育を行っていく。 

 



③ 使用の許可に関する業務 

④ 利用料金の徴収に関する業務 

・引き続き、マリーナ施設の利用料金は、現状維持とし、適切なサービスの提供を行う。 

・青少年育成や各種公式の大会等の減免措置も条例通り行う。 

・利用者の利便性向上のため、状況により、分割払いによる支払も考慮する。 

・一定の期間が過ぎても料金未納の利用者には連絡し、支払がない場合、協議の上利用許可の

取り消し等の対応を行う。 

・条例に基づき、納入された利用料金は、原則還付しない。ただし特に必要があると認めた場合

は、利用料金の一部又は全部を還付する。還付した金額・理由等については、境港管理組合

に報告する。 

 

 

 

⑤ 施設、設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務 

・マリーナ管理施設の日々の巡回・点検業務を行う。 

・利用者からのご意見や定期的なアンケートの実施、オーナー会議の継続により、利用者等のご

要望を伺い、記録に残すとともに、改善や対応の結果を、分かるように掲示する。 

・緊急連絡の一端で、申請書の記載欄に弊社独自の様式で、メールアドレスを記入していただくよ

うに行う。また、HP 内、SNS を活用すると共に、管理棟内掲示を行い、必要な情報の提供を行

う。 

・要望のあった対応については、指定管理者として迅速に対応し、必要に応じては、境港管理組

合や関係団体と協議の上、早急なる対応に努める。 

・管理業務を行ううえで、特に専門的知識と技能が必要な事項に関しては、外部委託を行う。 

 

 

⑥ その他管理者が管理上必要と認める業務 

・ＪＯＣ強化会場継続に伴い（JSAF）、ディンギーヨットの活動に支障が出無いよう配慮を行

う。 

・日々の活動においての利用者との共有スペースにおいては、安全最優先に管理を行う。 

・航路については、ディンギーの出入港を最優先に行う。 

・港内の最徐行航行の徹底に努める。 

・遊漁船（営業行為）を行う利用者とは、同意書を交わし、ルールの厳守を徹底していく。ルー

ルに反する迷惑行為や指導に従わない行為が継続する場合は、管理組合と協議を行い、

利用の許可の取り消しも検討していく。 



自主事業の実施スケジュール 

指定管理者 有限会社境港三栄マリン 
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時  期 

内容・対象・備考 

①船台貸し出し業務 

 

            通年 

陸上保管希望者 

②レンタルボート業務 

 

            通年 

市場調査含む 

③上下架作業サービス 

 

            通年 

 

④船艇簡易修理・メンテナンス業務 

 

            通年 

 

⑤船艇救助・曳航業務 

 

            通年 

⑥マリーナ航路水深簡易測量業務 

 

            通年 

⑦小型船舶安全講習・免許取得拡大 

 ＪＭＬ・ロイヤル・山陽マリン協力 

            通年 

⑧損害保険代理業務（説明会含む） 

 

            通年 

オーナー向け 

⑨釣りコンテスト（秋） 

 

            オーナー向け 

⑩ﾊﾝｻﾞ・ﾖｯﾄ・ﾎﾞｰﾄ試乗体験会 

マリーナ自主イベント・無償貸出 

             秋：試乗会 

無償貸出（通年） 

⑪マリーナヤード及び海岸清掃 

 

            年 1 回 

オーナー、一般 

⑫広報活動 

 

            通年 

HP･SNS、PR 活動 

⑬イベント誘致活動、タイアップ 

 行事への積極協力 

            通年 

 



施設利用者数 １，２５０人

マリーナ係留施設 59 隻

マリーナ保管施設 102 隻

キャンプ場利用者 区画数　800

（単位：千円） （単位：千円）

年間計画額 人件費 21,000

利用料金収入 31,340 旅費 1,200

その他（自主事業） 1,200 消耗品費 1,100

その他 100 光熱水費 3,900

通信費 400

広告宣伝費 400

32,640 保険料 380

清掃管理業務費 1,350

使用料 0

租税公課 30

修繕料 650

保守点検費 600

管理組合負担金 500

その他（備品） 110

その他(交流会） 200

その他（レンタル） 230

その他（普及活動） 550

32,600

区　分

収
入
項
目

収入　計

支
出
項
目

支出　計

利用者数の見込み及び委託業務に係る収支計画

係留施設は１００％の現状維持に努め、保管施設は業務遂行の許容範囲内で行う見込み。

利用人数　2,700人

令和７年度見込み、区画数７５４、利用者数　2690人と実績を考慮する。

令和７年度見込み、利用者数　１，２１５人からの増加を見込む。引き続き誘致活動を行う。

委託業務に係る収支計画



管理運営の組織図

職務内容

サービス業に従事する考えのもと、「お客様第一主義」を基本に必要なスキルアップ・教育を行う。
施設の管理・運営上必要な資格の取得も行う。
職員自ら資格を取得したい場合、職務上有意義な資格については、取得費用の援助を致します。
「さかいみなと海の駅」のスムーズな運営を行う。

マリーナ職員
　（６～７名）

事務員アルバイト
　（１名）

外部委託事業者

※　必要時
アルバイト職員
　（１～２名）

施設管理責任者
　（１名）

境港管理組合

施設管理責任者の指示に従い、委託業務を行
う。

(有)境港三栄マリン

マリーナの責任者として、マリーナ全体の管理
業務を行う。
利用者契約及び現金管理を含む経理業務・人
事管理を行う。
境港管理組合に報告・連絡・相談を行い業務を
遂行する。
施設管理責任者に報告・連絡・相談を行い、的
確な指示を行ない、円滑な業務運営を行う。

マリーナの責任者としてマリーナ作業全般・運
営管理・安全管理を行う。
また、職員・外部委託先へ作業指示を行うととも
に、利便性向上や自主事業等に係る企画・実施
を行う。
指定管理者及び境港管理組合に報告・連絡・相
談を行い業務を遂行する。

マリーナの正職員としてマリーナ作業全般・運
営管理・安全管理を行う。
施設管理責任者の補佐をする。

マリーナ作業全般・運営管理・安全管理の補助
を行う。
正職員の補佐をする。

来場者・電話応対等のフロント業務及び、庶務・
経理業務補助等を行う。


